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令和８年４月の組織改正について 

 

１ 組織改正の考え方   

社会経済状況の変化に伴う新たな行政需要や課題に対応するため、新規施策

の実施・展開に係る執行体制の強化を図ることで、第２期基本計画に定める

様々な政策分野における個別計画を着実に実施し「元気なまち・浜松」を実現

していく。  

  

２ 実施内容  ※保健・医療に関連するもの 

（１）福祉支援体制の強化  

ア 「医療・介護連携担当課長」の新設  

高齢者に加え、障害者、生活困窮者や子どもなどの複合的な福祉課題へ幅

広く対応し、医療・福祉の連携による全世代型の地域包括ケアシステムの構

築を推進するため、高齢者福祉課が所掌する在宅医療と介護との連携に関す

る業務を福祉総務課内に移管し、「医療・介護連携担当課長」へ名称を変更

して設置する。これに伴い、「医療・介護推進担当課長」を廃止する。  

  

（２）母子保健業務の充実と感染症対策の一元化  

ア 「母子保健担当課長」の新設  

令和８年度から段階的に実施する５歳児健診を含めた乳幼児健診等の母

子保健業務の総括、及び健診のデジタル活用や電子版親子健康手帳などの母

子保健 DX を推進するため、健康増進課に「母子保健担当課長」を新設する。  

  

イ 「感染症対策課」の設置  

コロナ禍の経験を踏まえ、生活衛生課から感染症担当業務を独立させる 

とともに、健康増進課が所掌する予防接種業務を移管し、「感染症対策課」

を設置する。これに伴い、生活衛生課の「感染症対策担当課長」を廃止する

とともに、「食品衛生担当課長」を廃止する。 

 

３ 実施時期   

令和８年４月１日 
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